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７月２3日㈯は土用の丑の日！
当店の　なぎを、ご賞味ください！
暑気払い、お待ちしています

月 土用
テイクアウト
メニュー
あります TEL ０４８ｰ９９３ｰ４１９５

〒343ｰ0041 埼玉県越谷市千間台西1ｰ8ｰ7 せんげん台IKビル2F

松伏

●借金・交通事故被害は無料
●法テラス無料相談取扱あり
●その他初回相談料

30分 3,000円（税込）

相談料 西口
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弁護士  闊 部 俊 介
弁護士  太 田 恭 平
弁護士  久 保 美 希

埼玉弁護士会所属

＜町のお知らせ＞

お　知　ら　せ

国民健康保険被保険者証の
更新時期です

令和４年度介護保険料納入
通知書を送付します

　現在ご使用の国民健康保険証の
有効期限は、７月31日（日）です。
新しい保険証は、７月下旬に世帯
主宛に簡易書留で送付します。　
　なお、保険税の納付状況によっ
て短期被保険者証又は資格証明書
を交付する場合があります。
問住民ほけん課　☎991-1868

　後期高齢者医療保険料は、被保
険者全員が等しく負担する「均等
割額」と、被保険者の所得に応じて
負担する「所得割額」の合計額から
なり、被保険者一人ひとりに賦課
されます。保険料の納付方法は、普
通徴収（納付書又は口座振替）と特
別徴収（年金天引き）があります。
　普通徴収の方には、７月中旬に
納付通知書を送付します。
　特別徴収の方には、７月下旬に
特別徴収開始通知書を送付しま
す。年金支給の際に、年金の受給額
から保険料が天引きされます。
※ 現在ご使用の後期高齢者医療被

保険者証は、７月31日(日)で使用
できなくなります。７月中旬に新
しい保険証を個々の被保険者宛

　65歳以上の方（第1号被保険者）
の介護保険料は、住民税の課税状
況や前年の収入・所得、4月1日現
在の世帯状況に応じて決定しま
す。保険料の納付方法は､「普通徴
収(納付書又は口座振替)」と「特別
徴収(年金天引き)」があります。
　普通徴収の方には､7月上旬に納
入通知書(納付書)を送付します。
　特別徴収の方には､9月上旬に

　税金・保険料は、納期限内に役場会計室や金融機関、コンビニエンス
ストアで納めることができます。
　また、下記の方法を利用すると、納期毎に金融機関などに行く必要が
なく、忙しい方に便利です。
▶口座振替による納付　指定した預貯金口座から、自動的に納付され
るので、納め忘れがありません。
【対象の税金・保険料など】　町県民税（普通徴収）／固定資産税／軽自
動車税（種別割）／国民健康保険税（普通徴収）／保育料／介護保険料

（普通徴収）／後期高齢者医療保険料（普通徴収）／土地改良区費
【申込みの時に必要なもの】
次の①～④を用意して、取扱い金融機関窓口でお申し込みください。
①税務課及び町内の金融機関に据置又は納税通知書に同封されている
口座振替依頼書　②納税（納入）通知書　③預貯金通帳　④口座届出印
【取扱い金融機関】
埼玉りそな銀行／りそな銀行／さいかつ農業協同組合／みずほ銀行／
三菱ＵＦＪ銀行／三井住友銀行／栃木銀行／武蔵野銀行／足利銀行／
ゆうちょ銀行／城北信用金庫／埼玉縣信用金庫／足立成和信用金庫
▶スマートフォン決済アプリ
　キャッシュレス決済は、納付書に印字されたバーコードをスマート
フォンなどで読み取り、現金以外で納付を行うサービスです。
【対象の税金・保険料】　町県民税（普通徴収）／固定資産税／軽自動車
税（種別割）／国民健康保険税（普通徴収）／介護保険料（普通徴収）／後
期高齢者医療保険料（普通徴収）
【利用可能なアプリの種類】　�「LINE Pay」、「PayB」、「PayPay」

問税務課　☎991-1835
税金・保険料などの納付・納入について

国民健康保険税納税通知書を
送付します

保険料率 【均等割額】 44,170円
 【所得割率】 8.38％
 【上限】 66万円
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　７月上旬に、令和４年度の納税
通知書を世帯主あてに送付しま
す。国民健康保険税は、被保険者

（加入者）一人ひとりが個別に納め
るのではなく、世帯ごとにまとめ
て世帯主の方に納めていただき
ます。普通徴収の納期限は年間８
回あり、第１期は、８月１日（月）で
す。納期限を過ぎ、延滞金が加算さ
れることのないよう、各納期限ま
でに納付をお願いします。
問住民ほけん課　☎991-1868

後期高齢者医療保険料について

　令和４年度の保険料額が確定し
ました。

てに簡易書留で送付します。
問住民ほけん課　☎991-1884

特別徴収開始通知書（本徴収）を送
付します。
問いきいき福祉課　☎991-1886
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限度額適用認定証について

令和４年度国民年金保険料
免除申請について

町民意識調査を実施します

転入・転居を検討されている
新婚さんへ

〜結婚新生活支援事業〜

低所得の子育て世帯への
子育て世帯生活支援特別給付金

について

　入院などで一か月の医療費が高
額となる場合、あらかじめ「限度額
適用認定証」を医療機関等に提示
することにより、窓口でのお支払
い額が限度額までとなります。  
　現在ご使用の「限度額適用認定
証」の有効期限は、7月31日(日)で
す。更新が必要な方は、7月25日

（月）以降に住民ほけん課窓口にて
申請をお願いします。
　なお、申請時に国民健康保険税
の滞納がある世帯は、「限度額適用
認定証」の交付ができませんので
ご注意ください。
▶申請に必要なもの　
国民健康保険被保険者証、本人確
認書類（マイナンバーカード、運転
免許証など）※別世帯の方の申請
は委任状が必要です。
問住民ほけん課　☎991-1868

　国民年金の第１号被保険者で、
経済的な理由や災害などにより保
険料の納付が困難な方には保険料
の納付が免除される制度がありま
す。
▶免除制度･･･全額免除と一部免
除があり、本人、配偶者、世帯主の
所得により審査が行われます。
▶納付猶予･･･50歳未満の方は免
除制度の他に、本人、配偶者の所得
により納付が猶予される制度があ
ります。
※ 前年の所得により免除及び納付

猶予の所得審査を行います。
※ 学生の方は学生納付特例制度を

ご利用ください。
【申請受付】７月１日（金）～
【対象期間】令和4年7月～令和5年6月
　国民年金第１号被保険者の資格
取得・種別変更、保険料免除・納付
猶予申請、学生納付特例申請につ
いては、マイナポータルを利用し
た電子申請ができるようになりま
した。
　詳しくは、日本年金機構のホー
ムページをご確認ください。
問住民ほけん課　☎991-1870
ねんきん加入者ダイヤル
☎0570-003-004

　新たに令和６年度から始まる
「松伏町第６次総合振興計画」の策
定にあたり町民の皆さんからご意
見をいただくため町民意識調査を
実施します。この調査は、計画を策
定するための基礎資料とするもの
で、今後の町政運営に役立てるため
のご意見をお伺いするものです。
　調査票は７月中の発送を予定し
ています。調査票がお手元に届き
ましたら内容をご確認いただき、
調査票へのご記入、ご提出にご協
力ください。
問企画財政課　☎991-1818
kizai1020100@town.matsubushi.lg.jp

　松伏町内で結婚生活をスタート
する新婚世帯に、住居費や引っ越
し費用などの一部を助成します！
【居住費】　松伏町内の物件の取得
費・賃料・共益費・敷金・礼金・仲介
手数料、リフォーム費等
【引っ越し費用】　婚姻に伴う引っ
越し業者や運送業者への支払い
※助成には所得制限等条件があり
ます。詳細は町ホー
ムページをご覧くだ
さい。
問すこやか子育て課
☎991-1876

　低所得子育て世帯生活支援特別
給付金の申請が始まります。詳細は、
町ホームページをご覧ください。
支給額：児童一人当たり一律5万円
対象児童：H16.4.2生（障がいをお
持ちの児童はH14.4.2生以降）～
R5.2.28生
受付期間：令和5年2月28日必着
＜ひとり親世帯分＞　＜その他世帯分＞

問すこやか子育て課  ☎991-1876
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松伏第二歩道橋の
通行止めについて

　松伏第二歩道橋は、老朽化が進
んだため、歩行者の安全確保の観
点から、令和４年６月下旬から通
行止めを実施しています。
　近隣の方及び歩道橋を利用さ
れる方にはご迷惑をおかけしま
すが、ご理解・ご協力をお願いしま
す。なお、今後の対応は、決まりし
だい、広報紙、町ホームページ等に
よりお知らせします。
問まちづくり整備課
☎991-1823

農薬は適正に使用しましょう

～５月から８月までは 埼玉県「農
薬危害防止運動」の実施期間です～
次のことに気をつけましょう
・ 農薬を使用する際は、ラベルや袋

に表示された使用方法や注意事
項を厳守し、ほかの作物への飛散
に十分注意する。

・ 散布量は最低限にし、できるだ
け、せん定や捕殺など、農薬以外
の防除方法を検討する。

・ やむを得ず農薬を散布するとき
は、事前に周辺の住民等に周知す
るとともに風向きなどに十分注
意し、事故防止に努める。

・ 誤飲などの事故を防止するため、
ペットボトル等の容器へ小分け
は絶対に行わず、かぎをかけて安
全に保管する。

・ 農薬を廃棄するときは、専門業者
に処理を委託するなど、各自責任
をもって処分する。

・ 農薬は本来の目的以外で使用し
ない。
問環境経済課　☎991-1853

かがり火公園

保健センター

堂面橋

田島

松伏第二歩道橋
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1人あたり 637.59 g/日
目標　503.15g/日

※前月比
54.55g増

5月
の家
庭系可燃ごみの量

1
人
1日

卵1個分（60g）のご
み減

量
を！

松伏町民生委員・児童委員協議会広報部会
問合せ	いきいき福祉課	社会福祉担当
☎︎991-1874

「民生委員・児童委員は、いつもあなたのそばにいます。」

　主任児童委員は、民生委員・児童委員の一員として、児童に関する相談・支援の専門的な知識や経験を有
し、地区担当の民生・児童委員と連携しながら活動しています。
　今年も6月に町内の小・中学校を訪問し、学校の様子や児童・生徒の様子を伺ってきました。
　今年度もコロナ禍で、各学校との情報交換会を行うことが難し
いため、主任児童委員と地区担当の民生・児童委員とで情報共有を
図りました。今後は、地区担当委員と連携しながら見守りをしてま
いります。
　これからも、児童・生徒が健康で明るい学校生活が送れるよう、
子ども達の安心・安全を見守っていきます。
　民生委員・児童委員は地域の皆さんの「身近な相談相手」です。
　お気軽にご相談ください。

　虐待はいかなる理由があっても
禁止されるものです。虐待を発見
した、虐待を受けている、虐待をし
てしまったなどの場合は、「埼玉県
虐待通報ダイヤル＃7171」に電
話してください。0120-80-7171
又は048-762-7533へ
問埼玉県福祉部
福祉政策課
☎048-830-3391

７月は虐待ゼロ推進月間です

交通事故被害者のご家族への
援護金について

＜県のお知らせ＞

サマージャンボ宝くじ発売

＜その他のお知らせ＞　埼玉県交通安全対策協議会で
は、埼玉県内在住の交通遺児等を
対象に、援護一時金を給付してい
ます。
※ 「交通遺児等」とは、交通事故（陸

海空全ての交通機関の運行によ
り生じた事故）により、死亡又は
重い障害を負った保護者に養育
されている18歳以下の子ども
をいいます。
▶給付対象者
  埼玉県内に在住する令和３年４
月１日以降に交通遺児等となった
者（交通遺児等になった日現在18
歳以下）
▶給付額
子ども１人につき10万円（1回のみ）
▶給付時期
11月または令和５年５月
▶提出期限
11月給付分…８月31日（水）まで
令和５年５月給付分…令和５年２
月28日（火）まで
▶申請書類
各市町村、学校等で配布します。
▶提出先
みずほ信託銀行浦和支店（さいたま
市浦和区高砂2-6-18・☎048-822-
0291）に郵送又はご持参ください。
問埼玉県交通安全対策協議会　
☎048-825-2011

　今年のサマージャンボ宝くじ
は、１等・前後賞合わせて７億円！
また、サマージャンボミニも同時
発売します。
　この宝くじの収益金は、市町村
の明るく住みよいまちづくりに使
われます。
　お求めは埼玉県内の宝くじ売り
場で！
▶発売期間
７月５日（火）～８月５日（金）
▶抽せん日
８月17日（水）
問企画財政課　☎991-1820

埼玉県県民生活部防犯・交通安全課
☎048-830-2955

　町が実施している「事業継続支
援金」の受付を８月１日(月)まで
延長します。
▶交付要件
国が実施した「事業復活支援金
(※)」の受給者であり、次のいずれ
かを満たすもの。

【法人】町内に事業所を有している
【個人事業主】町内に住民登録があり、
確定申告又は町民税申告をしている
※ 「事業復活支援金」は６月１７日
（金）で受付終了しています。

申請方法など詳し
くは、広報、町ホー
ムページ等をご覧
ください。

令和４年度
松伏町事業継続支援金は
８月１日（月）まで延長します
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『支えあう 住みよい社会 地域から』

～主任児童委員が小・中学校を訪問しました～

小鳩だより
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電話でご確認の上、受診してください。

事前に電話で患者さんの状態を伝えて
から受診してください。

受付時間	9:00〜12:00

受付時間	19:00〜21:00

日程 問合せ

7/	1（金）宮里こどもクリニック991-5010

7（木）津田医院993-3111

13（水）宮里こどもクリニック991-5010

27（水）埼玉筑波病院992-3151

29（金）宮里こどもクリニック991-5010

日程 問合せ

7/	3（日）
ねもと
レディースクリニック
991-5216【婦・産・内】

10（日）ふれあい橋クリニック991-1300【脳外・内】

17（日）宮里医院991-2911【内】

18（月・祝）宮里こどもクリニック991-5010【小・内・皮】

24（日）埼玉筑波病院992-3151【内・外】

31（日）埼玉あすか松伏病院992-0411【内・外】

※ 上記以外の日程での診療は、吉川
市内の医療機関で実施していま
す。詳細は町ホームページに掲載
しています。

※相談はそれぞれ専門の方が対応します
※相談日が祝・休日の場合は、お休みです

相談名 内容
日時 場所 問合せ

人権・行政相談
人権相談…差別、嫌がらせなどの人権について
行政相談…国や行政などの仕事や手続きについて
7/7(木)、8/8（月）
いずれも13:00～16:00

役場第二庁舎
3階会議室

企画財政課 ☎991-1815
総務課 ☎991-1895

弁護士による
法律相談
要予約

法律に関する相談　予約受付　7月5日(火)から
7/19(火)、27（水） 
いずれも13:20～15:50

ふれあいセンター
介護相談室

社会福祉協議会
☎991-2701

心配ごと相談
生活に関する相談
7/19(火)
13:20～15:50

ふれあいセンター
介護相談室

社会福祉協議会
☎991-2701

教育相談
子どもの悩みや問題に関する相談
月～金曜日
9:30～16:30

教育相談室 
(適応指導教室内)

適応指導教室
☎992-2000

就学相談
要予約

令和5年度に入学するお子さんの発育や障がいなどに関する相談
月～金曜日
9:00～17:00

役場第二庁舎
2階教育総務課

教育総務課
☎991-1864

税理士による
税務相談

税金に関する相談
7/6（水）、8/3（水）
いずれも13:00～16:00

役場第二庁舎
３階会議室

税務課
☎991-1833

消費生活相談
買い物や商品の苦情、契約に関するトラブルなど消費生活に関する相談
月～木曜日
10:00～12:00､13:00～16:00

役場本庁舎1階
消費生活センター

消費生活センター
☎984-7208

女性相談
要予約
※ お急ぎの場合、

相談日以外も
受付

男性からのＤＶ、ストーカー、女性の生き方などでお悩みの方を対象とした相談
7/4（月）9:30～12:30 役場内相談室

保育が必要な場合は
予約時にご相談ください

企画財政課
☎991-1815

☎991-1825(相談日のみ)

7/6（水)、9(土)、13（水）、20（水）、
23（土）、27（水）、30（土）
いずれも13:00～16:00

人権相談
差別、いじめ、嫌がらせなど人権に関する問題の相談
当面の間、電話相談をご利用ください。
みんなの人権110番
☎0570-003-110　平日8:30～17:15

さいたま地方法務局
越谷支局
☎048-966-1321

不動産相談 弁護士と相談員による不動産に関する相談
7/20（水)
10:00～15:00

埼玉県宅建協会
越谷支部

埼玉県宅建協会 越谷支部
☎048-964-7611

暮らしの相談
生活、仕事、家計などの困りごとに関する相談
7/6 (水)
9:00～12:00

役場第二庁舎1階
打合せ室

アスポート相談支援センター埼玉東部
☎048-720-8475

地域包括支援
センター
出張相談

高齢者やご家族が抱える悩みや不安などの相談

7/27(水)　
13:00～15:00

北部サービス
センター

いきいき福祉課
☎991-1882
地域包括支援センター
☎992-2468

障がい者相談
支援センター
無料相談
要予約

障がいのある方、ご家族などが日常での困りごとなどの相談

水曜日10:00～17:00 役場本庁舎1階
いきいき福祉課

いきいき福祉課
☎991-1877
相談支援センター
☎993-4522

無料相談

小児時間外診療

休日当番医

初期
救急

※感染症対策のため、相談時はマスク着用をお願いします。また、検温などを実施する場合があります。

要予約
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こども将棋教室＆大会

場2階多世代交流ホール　
対・定小学1～６年生 10名
費300円
持筆記用具　
申7月13日(水)から

場2階研修室
対・定小学3～6年生
10名　費500円　持筆記用具
申７月21日（木）から

場２階研修室　対・定小学１～3年生　12名
費無料　持筆記用具　申７月22日（金）から

場２階多世代交流ホール　対・定小学生～中学生　10名
費無料　持書道用具一式　申７月24日（日）から

場２階多世代交流ホール　対・定小学１～６年生　8名
費200円　持筆記用具　申８月７日（日）から

①初心者向け7/27、8/3、17、24いずれも水曜日
（10：00～12:00）
②初級者向け7/30、8/6、20いずれも土曜日

（10：00～12:00）
③大会8/27（土）（9：30～12:00）
場２階研修室　対・定小学生～中学生　30名
費無料　持飲み物　申7月12日(火)から

夏休み
特集

夏だ！プールだ！
B&Gへ行こう！

多世代交流学習館へ行こう!

7/28(木)　9：30〜11：30　	
切り株ジオラマメッセージスタンドを作ろう

B&G海洋センター	プール	オープン！

水泳の練習や水中ウォーキング、
楽しみながら健康体力づくりやダイエット
ができます。

①子ども水泳教室
　8/16（火）〜20（土）	全5回
　11：00〜12：00

②女性水泳教室
　7/20、7/27、8/3、8/10、8/17
　いずれも水曜日　全５回
　14：00〜15：00　

8/4(木)　9：30〜12：00
消しゴムはんこで「うちわ」を作ろう

8/5(金)　9：30〜11：30
キッズサイエンス

8/7(日)　13：30〜15：30
夏休み書道教室

8/21(日)　9：30〜11：30　
廃材と木の実を使って自由工作

申・問多世代交流学習館メロディー ☎991-2338
※ 講座は、申込み順。受付は9時から電話申込み可

申・問B&G海洋センター ☎992-1291

利用料金 一般 小中学生 未就学児
5市1町内の方 200円 100円 無　料
5市1町外の方 400円 200円 無　料

対町内在住、在学の小学生で、バタ足でおよそ5
メートル泳げる児童　定20名　費600円

対町内在住、在勤、在学の成人女性
定20名　費600円

（①、②共通）
場B&G海洋センタープール
申7月1日(金)から参加費を添えてB&G海洋セ
ンター窓口へ（申込み順、電話申込み不可）。

注意事項　スイミングキャップは各自持参して
ください。４歳未満の未就学児及びオムツを使
用しているお子さんの入場はできません。（水遊
び用オムツも不可）未就学児の入場には保護者
の同伴(水着着用)が必要です。見学の場合も水
着の着用が必要です。
※ 新型コロナウイルス感染予防で人数制限をし

て開催します。
※ひょう被害により、屋根を外して営業します。

５市１町とは、松伏町・草加市・越谷市・八潮市・
三郷市・吉川市に在住、在勤、在学の方です

７/18(月・祝)～8/31(水)　
午前の部��9：30～12：00
午後の部13：30～16：00

　（入れ替え制、受付は終了30分前）
休館日　毎週月曜日※月曜日が祝日の場合は火曜日

※休館日以外に清掃・事業のため休止する場合あり

AKB48 チーム8
埼玉県代表　髙橋彩音

夏を楽しもう!!
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家族そろって映画を
お楽しみください。

7/29(金)　13：30〜17：30　夏休み体験塾

8/20（土）　11：00〜　夏休みファミリー映画会

8/4(木)・8/25(木)　各回10：00〜12：00予定
子ども歴史講座

8/6（土）9：00受付開始、9：30〜11：30
水辺探検隊　※雨天実施

夏休み親子スクール
「3Ｒでごみを減らそう」

8/6(土)　	親子映画会
「ボスベイビーファミリーミッション」

第1回目	10：00〜（開場		9：30	）第2回目	13：30〜（開場13：00）

申・問教育文化振興課 ☎991-1873
DreamWorks The Boss Baby: Family Business (C) 2021 DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved.

申・問まつぶし緑の丘公園管理センター
☎991-1211

場B&G海洋センター　対・定町内在住の小学5～6年生　
10名（申込み多数の場合は抽選）
費500円（当日集金します）
持筆記用具、水筒、水着、水泳帽、バスタオル、上ばき
申7月9日（土）10時から17日（日）までに中央公民館へ（電
話申込みのみ）。

内「白雪姫」（83分）※入退場自由　場中央公民館2階201・
202研修室　対・定3歳児以上の親子　6組（申込み順）
費無料（事前申込み必要）　申7月16日（土）10時から8月14
日（日）までに中央公民館へ（電話申込みのみ）。

場まつぶし緑の丘公園　対小学生の親子
定15組（申込み順）　費小学生１名に
つき500円
内トンボや魚、エビ、バッタ、カブトム
シ、クワガタを捕まえよう！
【服装】長袖、長ズボン、帽子、マスクの着用
持水筒、筆記用具、お持ちの方は虫か
ご、虫捕り網、魚とり網など
申7月31日(日)までに直接又は同公園
管理センターに電話（☎ 991-1211）
※新型コロナウイルスの感染状況によ
り中止になる場合があります

日8/18(木)9:30～11:30
場東埼玉資源環境組合第一工場（越谷
市増林三丁目2番地1）
内①小学生（主に4年生）を対象とした

「3Ｒ講座」
②第一工場ごみ処理施設施設見学
※写真撮影可
【講師】埼玉県環境部資源循環推進課職員
対・定管内5市1町（松伏町・越谷市・草
加市・八潮市・三郷市・吉川市）在住の小
学生とその保護者　80名　※申込多
数の場合は抽選　費無料
申①か②のいずれかの方法で、８月５
日（金）までに計画課へ。
①往復ハガキでの申込み

（8/5(金)必着）
宛先：〒343-0011 越谷市増林3-2-1 
東埼玉資源環境組合計画課
【記載事項】
「夏休み親子スクール」参加希望
・郵便番号、住所、参加児童氏名（学年）、
保護者氏名、電話番号
②組合ホームページからの申込み
http://www.reuse.or.jp/
　詳しくは組合ホームページをご覧く
ださい。
当選結果は返信ハガキ又はメールにて
8/10（水）までにお知らせします。
駐車場・駐輪場 あり
問東埼玉資源環境組合 ☎048-966-0121

ドキドキワクワクの化石さがしをしませんか！
水辺の安全教室も行います。　 

小さなお子さんの「映画館デビュー」のお手伝い♪
公民館で映画を楽しみましょう！

申・問中央公民館 ☎992-1321

内1回目 土器づくり場中央公民館
2階201・202会議室
　2回目 まが玉づくり場中央公民
館１階工芸室
対・定小学4～6年生・20名（申込み順）
費無料　持汚れてもよい服装、マスク、飲み物
申7月11日（月)９時から電話又は窓口にて受付開始
※どちらかの回のみの申込みはできません。
　 内容の変更や、日時の変更及び中止となる場合があります。

場田園ホール・エローラ(中央公民館)　
定各回200名（事前申込み制）　費無料（自由席）
申7月11日（月)９時から電話又は窓口にて受付開始　
他事前申し込みの上、当日は直接会場にお越しください。席
によっては冷房が直接当たるため、各自で羽織る物等をお
持ちください。
主催／松伏町子ども会育成会連絡協議会
共催／松伏町青少年健全育成協議会、
　　　エローラ運営委員会
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７月20日 田島南公
園オープン！

　町と埼玉県企業局が共同で整備を進めている松伏田島産業団地内に、｢田島南公園｣が開園します。
　園内は、お子さま向けの遊具のほか、休憩施設や健康遊具を設置しています。また、隣接する調整
池広場にはバスケットゴール（※雨天時・早朝・夜間利用不可）を設置しています。町民の皆さんの
憩いの場や健康づくりの場として、ぜひご利用ください。

■所在地／松伏町田島南1-４、1-5、1-６
■公園面積／ 5,485㎡(公園）
 15,944㎡(調整池広場・調整池）
■主な施設／
　築山、複合遊具、健康遊具、パーゴラ、
　ベンチ、トイレ
■開園日／
　令和４年７月20日(水)　10時

問合せ 新市街地整備課 新市街地整備・公園担当 ☎991-1803

松伏小

松伏高

松伏記念公園

松伏田島
産業団地

松伏総合公園

中
川

駐車場 4台（満車の場合は松伏記念公園の駐車場をご利用ください）
※路上駐車は近隣の方のご迷惑となりますのでおやめください。

中央公民館(田園ホール・エローラ）
B＆G海洋センター

調整池広場

調整池
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※スマホで広報紙が読める「マチイロ」については、町ホームページをご覧ください。

7月10日(日)、�24日(日)�9:00～13:00
　　�役場本庁舎1階�住民ほけん課

松伏町公式
ホームページ

マップーメール

公式SNS

人口と世帯（6月1日現在）　　人口/28,451人（▲13）　 男 14,355人　　女 14,096人 　世帯 12,176世帯

火災/0件（2件）　
救急/113件（543件）　

交通 事故/35件(215件)　
　　 死者/0人(0人)
※（　）内は1月からの累計

防災行政無線が聞き取れなかった場
合、放送内容を確認できます。

この広報紙は1部当たり
約23.8円(税別・印刷製
本費)で作成されていま
す。(再生紙使用)

　（通話料がかかります）
☎︎990-9012

5月の災害など テレドーム

町税の休日・夜間納税窓口 休日証明書等交付窓口

今月の納期限　8月1日（月） 固定資産税2期　国民健康保険税１期　介護保険料1期
後期高齢者医療保険料1期　保育料7月分　

開
庁

時
間：8:30～

17:15(土
･日

曜
日

及
び

祝
日

･年
末

年
始

を
除

く
。閉

庁
時

間
は

守
衛

室
☎

991-1900へ
）。

 休日　7月31日(日)　　9：00～13：00
 夜間　7月14日(木）　　　 　～20：00

役場本庁舎1階�税務課
※ 町県民税・固定資産税・軽自動車税〔種

別割〕・国民健康保険税が納付できます
問税務課　☎ 991-1835

証明書等/住民票・印鑑登録証明書・戸籍
証明書・パスポート受取・マイナンバー
カード受取(要電話予約）
問住民ほけん課　☎ 991-1866




